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　婚姻で氏が変わった方が、離婚後も、婚姻中に称していた氏を
　称したい場合に届出してください。
※離婚届と同時にこの届出を行わない場合は、婚姻前の氏に戻ります。

・届出期間は離婚届と同時
または３か月以内です。
・３か月を経過した場合は、家庭裁
判所の許可を得て「戸籍法107条1項
の氏変更届」が必要になります。
・この届出をした後、婚姻前の氏に
戻りたい場合も家庭裁判の許可を
得て「戸籍法107条1項の氏変更届」
が必要になります。
※家庭裁判所の許可は必ず
得られるものではありません。

離婚届と同時に
届出しない場合は
婚姻前の氏
（現在の氏）を
記入してください。

【協議離婚】離婚届の届出日

【裁判離婚】
　・調停成立の日
　・和解成立の日
　・請求の承諾の日
　・審判、判決の確定の日

離婚届と同時に届出しない場合で

①すでに届出人が筆頭者で
同籍者がいない場合は記入しません。

②婚姻前の親の戸籍に戻っている場合は
新戸籍ができますので、記入してください。

・離婚で復氏する本人。
・離婚届と同時に届出しない場合は婚姻前の氏（現在の氏）
を記入してください。
・押印は任意です。


